
 

 
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１．本土地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県地方機関再編の基本方針のポイント 

１ 市町との役割分担を明確化 

→ 県の直接執行業務に特化 

２ 本庁との役割分担を明確化 

→ 現場での業務に特化 

３ 交通・通信網の整備等に応じた再編 

→ 所管区域の広域化、各機関の集約

４ 組織の簡素化・効率化 

→ 効率的かつ分かりやすい体制に再編

県北・県南の２機関への最終的集約に向け段階的に集約 

－再編への課題－ 

○庁舎の確保  ○市町村合併の動向への配慮（県北地区） 

◆最終的な姿 

○県南地区・県北地区の２地区に区分のうえ、総合事務所を設置

○県の直営事業を行うために必要な最小限の業務執行体制を整備

○総務事務等共通事務の集約・効率化 

○県民サービス水準の維持のために必要な支所を配置 

◆段階的な再編 

 課題整理と並行して、当面、以下の再編を実施 

○県北振興局は、当面、現体制を維持 

     ○内部組織は、他地区との整合を図るため見直し 

     ○長崎・県央・島原の３地域に区分し、各地域事務所を設置

     ○島原振興局は、所管事務を縮小したうえで再編 

県北 
地区 

県南 
地区 

Ⅰ 再編に向けた基本的な考え方 

Ⅱ 具体的な再編の方向性 
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※網掛けしている部門は、その機能・体制を有していないことを表します。

◆本土地区の再編イメージ

水産 農林

水産

総務 県税
地域
振興

保健
環境

農林 土木

保健総務 県税
地域
振興

県税

諫早土木事務所

農林

保健
県北保健所

総務
地域
振興

環境 水産保健 農林 土木

農林 土木

土木

土木 土木

総務 県税
地域
振興

地域
振興

環境

総務

総務

総務

県税

水産

長崎地域事務所

西彼保健所

地域
振興

環境 水産

農林

地域
振興

環境 水産

県南水産センター

長崎林業事務所

長崎土木事務所

中央家畜保健衛生所

県央農村整備事務所

総務 県税
地域
振興

保健
環境

水産

島原県税事務所

県北振興局

県南家畜保健衛生所

島原地域事務所

県南保健所

県央農改センター

県央保健所

県税

島原農改センター

大瀬戸土木事務所

県北地域事務所

県南地域事務所

島原振興局

佐世保県税事務所
県北振興局

県北農改センター

諫早県税事務所

県央地域事務所

県税

県央水産センター

現　行

長崎県税事務所

長崎農改センター

県北家畜保健衛生所

水産 農林 土木
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最 終 形当　面

保健

保健

環境

環境

農林 土木

保健

※各地域事務所内の組織と
　して、必要に応じて各地域
　に支所を配置する。

　例）県税の窓口機能
　　　保健所機能
　　土木の維持管理機能

(保健所) (家保) (保健所) (家保)

(保健所)

(保健所) (家保) (保健所) (家保)

(保健所) (家保)



２．離島地区 

 

 

 

→「五島地域事務所（仮称）」「壱岐地域事務所（仮称）」「対馬地域事務

所（仮称）」を設置 

 

 ◆離島地区の再編イメージ 

 

 

○○地方局 

総務 県税 
地域

振興 

保健 

環境 
水産 農林 土木

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

※ 従来の「振興局・地方局」と、再編案の「地域事務所」の違い 
 

従来の振興局・地方局 地域事務所 

○地域行政の総合調整を 

  実施 

  廃 止 

地域行政の総合調整は市町 

 県全体の総合調整は県本庁 

○県の直営事業を実施 ○県の直営事業を実施 

 

 

 

○○地域事務所(仮称) 

総務 県税
地域

振興
保健 環境 水産 農林 土木

地方局・保健所・家畜保健衛生所を一事務所へ統合 

○○保健所 

○○家畜保健衛生所 

現 行 再 編 後 

※各地域事務所内の組織として、必要 
に応じて支所を配置する。 

 例）保健所、土木事務所 

(保健所)      (家保)
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３．その他の地方機関 

  統合の対象としない単独の地方機関は、それぞれの施設に応じた見直し

を実施 
 

       現 行             見 直 し 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の試験研究機関 

各福祉事務所 町への事務移管等を検討 

総合農林試験場 

果樹試験場 

畜産試験場 

病害虫防除所 

農林技術研究センター(仮称) 

としての統合を検討 

長崎労働相談情報センター 

消費生活センター 民間委託等を含めあり方を検討 

計量検定所 一部民間委託や本庁移管を検討 

食肉衛生検査所 あるべき規模の検討 

佐世保看護学校 移管等を含めあり方を検討 

相談窓口の設置のあり方について検討

農業大学校 あり方検討委員会の議論を考慮 

肉用牛改良センター 当面現状維持、畜試との統合を検討 

その他の地方機関 
当面現状維持 
将来的には状況に応じた見直し検討

消防学校   開成学園 
こども・女性・障害者支援センター  清和寮 
こども医療福祉ｾﾝﾀｰ 高等技術専門校 

他県との連携を含め、あり方に
ついて継続して検討 
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